
板橋区聴覚障がい者等意思疎通支援事業実施要綱 

（平成１９年２月９日区長決定） 

（目的） 

第１条 この事業は、聴覚障がい者及び言語機能障がい者（以下「聴覚障がい者等」

という。）の意思疎通を円滑にするため、手話通訳者又は要約筆記者を派遣し、も

って聴覚障がい者等の福祉の向上を図ることを目的とする。 

 

（事業の実施主体等） 

第２条 板橋区聴覚障がい者等意思疎通支援事業（以下「事業」という。）の実施主

体は、板橋区とする。ただし、社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会（以下

「福祉事業協会」という。）に事業の一部を委託し、実施する。 

 

（聴覚障がい者） 

第３条 この要綱において「聴覚障がい者等」とは、身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）第１５条第４項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた

聴覚障がい者及び言語機能障がい者であって、板橋区内（以下「区内」という。）

に住所を有する者をいう。 

 

（手話通訳者及び要約筆記者等） 

第４条 この要綱において「手話通訳者」とは、次の各号のいずれかに該当する者を

いう。 

（１）板橋区が実施する登録試験に合格した２０歳以上の者で、板橋区手話通訳者登

録申請書（別記第１号様式）による登録の申請を行った者のうち、区長が適当と

認めた者 

（２）前号に掲げる者と同程度の技術を有する２０歳以上の者で、板橋区手話通訳者

登録申請書による申請を行った者のうち、区長が適当と認めた者 

（３）福祉事業協会が運営する東京手話通訳等派遣センター（以下「派遣センター」

という。）に手話通訳者として登録されている者 

２ この要綱において「要約筆記者」とは、話している内容を要約し、文字として伝

えることを行う者で派遣センターに登録されたものをいう。 

３ 第１項第１号及び第２号に該当する者については、板橋区手話通訳者登録台帳

（別記第２号様式。以下「登録台帳」という。）に登録し、板橋区手話通訳者登録

証（別記第３号様式）を交付するものとする。 

４ 前項の規定により登録証を交付された通訳者は、登録事項に変更があるときは、

速やかに板橋区手話通訳者登録変更届（別記第４号様式）を、区長に提出しなけ

ればならない。 

５ 第２条の規定により、事業の一部を委託したときは、第３項に規定する登録台帳



を、福祉事業協会に提供する。 

６ 前項の規定により、登録台帳の提供を受けた福祉事業協会は、登録台帳の取扱い

に十分な注意を払い、事業目的以外に使用してはならない。 

 

（手話通訳者の登録の取消し） 

第５条 区長は、手話通訳者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該登録を

取り消すことができる。 

（１）前条第１項第１号又は第２号に該当しなくなったとき。 

（２）手話通訳者として適当でないと認められたとき。 

（３）手話通訳者が辞退を申し出たとき。 

２ 区長は、前項の規定により、手話通訳者の登録を取り消したときは、手話通訳者

登録取消通知書（別記第５号様式）により、通知するものとする。 

 

（派遣対象者） 

第６条 手話通訳者又は要約筆記者の派遣を受けることができる者は、次の各号のい

ずれかに該当するものとする。 

（１）聴覚障がい者等 

（２）前号に掲げる聴覚障がい者等を主たる構成員とする団体 

（３）聴覚障がい者等の参加が見込まれる講演会その他の事業の主催者（区内の営利

を目的としない団体に限る。） 

（４）その他区長が特に必要と認めた者 

 

（派遣の対象範囲） 

第７条 前条第１号に掲げる者に対する手話通訳者及び要約筆記者の派遣については、

派遣の理由が次の各号のいずれかに該当するものである場合には、これを派遣す

ることができない。 

（１）営業活動に関するもの 

（２）政治活動に関するもの 

（３）宗教活動に関するもの 

（４）その他区長が適当でないと認めたもの 

２ 前条第２号、第３号及び第４号に対する手話通訳者及び要約筆記者の派遣につい

ては、研修会、講演会、会議、交流事業その他の事業のうち、区長が適当と認め

る場合に、これを派遣することができる。ただし、派遣の理由が、前項各号のい

ずれかに該当する場合を除く。 

 

（派遣時間等） 

第８条 手話通訳者の派遣時間は、第６条各号に掲げる者（以下「派遣対象者」とい



う。）ごとに、１か月１４時間以内とする。ただし、毎年４月、７月、１０月及び

１月の各月、その翌月並びにその翌々月の３月の間で振り替えて派遣することが

できる。 

２ 要約筆記者の派遣時間は、派遣対象者ごとに、１か月１２時間以内とする。ただ

し、毎年４月、７月、１０月及び１月の各月、その翌月並びにその翌々月の３月

の間で振り替えて派遣することができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく申

請、調査及びケアプランの作成に関する派遣、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に基づく給付に係る

申請及び調査に関する派遣、医療機関等への派遣並びに区長が特に必要と認めた

ものについては、前項に規定する派遣時間を超えて派遣することができる。 

 

（派遣の申請及び決定） 

第９条 手話通訳者又は要約筆記者の派遣を受けようとする派遣対象者は、あらかじ

め（要約筆記者の派遣にあっては、派遣を必要とする日の７日前まで。）、派遣セ

ンターに申請するものとする。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りでな

い。 

２ 派遣センターは、前項の規定に基づく申請があったときは、当該申請内容を審査

し、派遣の可否を決定する。 

３ 前項により派遣を決定した場合において、派遣センターは、派遣内容の難易度又

は派遣地域等を勘案し、手話通訳者及び要約筆記者の派遣を依頼する。 

 

（派遣の取消し及び停止） 

第１０条 前条第２項の規定により、手話通訳者又は要約筆記者の派遣の決定を受け

た派遣対象者（以下「派遣決定対象者」という。）が、次の各号のいずれかの事由

により、手話通訳者又は要約筆記者の派遣を受けた場合には、当該派遣を取り消

し、又は停止することができる。 

（１）不正な方法により、派遣の申込みを行ったとき。 

（２）その他この要綱に違反する事実があったとき。 

 

（派遣の報告） 

第１１条 第９条第３項の規定により、手話通訳者及び要約筆記者が、派遣決定対象

者に対し手話通訳又は要約筆記を行ったときは、派遣センターは、その内容を月

ごとにまとめて、区長に報告するものとする。 

 

（費用） 

第１２条 派遣決定対象者が受ける手話通訳者又は要約筆記者の派遣に係る費用は、

無料とする。 

 

（報酬） 

第１３条 区長は、第１１条の規定により派遣の報告を行った派遣センターからの請



求により、別表第１又は別表第２に定める報酬を支払うものとする。 

 

（報酬の支払の停止及び返還） 

第１４条 区長は、第１１条の規定による報告が事実に反するものであることが判明

したときは、前条に規定する報酬の支払を停止するものとする。 

２ 区長は、前条の規定により報酬を支払った後に、第１１条の規定による報告が事

実に反するものであることが判明したときは、支払った報酬を返還させるものと

する。 

 

（手話通訳者及び要約筆記者の責務） 

第１５条 手話通訳者及び要約筆記者は、聴覚障がい者等の人格を尊重するとともに、

信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。 

２ 手話通訳者及び要約筆記者は、この要綱に基づく職務上知り得た秘密（個人又は

団体に係る秘密を含む。）を他に漏らしてはならない。 

３ 手話通訳者及び要約筆記者は、手話通訳又は要約筆記に係る研修等に積極的に参

加し、自己研鑽に努めるものとする。 

 

（協議会の設置） 

第１６条 区長は、この要綱に基づく事業の適正かつ円滑な運営を図るため、板橋区

意思疎通支援事業運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、次に掲げる委員より構成する。 

（１）板橋区内の聴覚障がい者関係団体の代表者 

（２）板橋区内の手話通訳者関係団体の代表者 

（３）板橋区職員のうち、板橋区意思疎通支援事業を担当する職員 

３ 協議会の事務局は、板橋区福祉部障がいサービス課が行う。 

 

（委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉部長が別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 別表第１（第１３条関係） 

種   別 時間単価 摘   要 

第４条第１項第１号及

び第２号に掲げる手話

通訳者 

 

２時間につき３，９００

円。２時間を超えるとき

は、３０分ごとに８００

円とする。 

 

 

・派遣時間は、派遣先到着時

から手話通訳終了時までと

する。 

・報酬単価と別に、派遣先ま

での交通費実費相当額を支

給する。    

         

第４条第１項第３号に

掲げる手話通訳者（対

面手話通訳） 

１時間につき３，３００

円。１時間を超えるとき

は、１時間ごとに３，３

００円とする。 

・派遣時間は、派遣先到着時

から手話通訳終了時までと

する。 

・報酬単価には、派遣先まで

の交通費実費相当額を含む

ものとする。 

 

第４条第１項第３号に

掲げる手話通訳者（オ

ンライン手話通訳） 

１時間につき３，３００

円。１時間を超えるとき

は、１時間ごとに３，３

００円とする。 

 

・準備及び片付けに、３０分

を加算する。 

 

第４条第１項第３号に

掲げる手話通訳者（タ

ブレット端末等による

遠隔） 

１時間につき３，３００

円。１時間を超えるとき

は、１時間ごとに３，３

００円とする。 

 

・準備及び片付けに、２時間

を加算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表第２（第１３条関係） 

種   別 時間単価 摘   要 

手書きノートテイク １時間につき２，７００

円。１時間を超えるとき

は、１時間ごとに２，７

００円とする。 

 

特に指定がない場合は、

通訳時間のみを対象とす

る。 

手書き全体投影 

（ＯＨＰ・ＯＨＣ） 

１時間につき２，０００

円。１時間を超えるとき

は、１時間ごとに２，０

００円とする。 

 

 準備及び片付けに、３０

分を加算する。 

パソコンノートテイク １時間につき２，７００

円。１時間を超えるとき

は、１時間ごとに２，７

００円とする。 

・準備及び片付けに、３０

分を加算する。 

・入力用ＰＣ持込費用（１

件につき５００円）を加

算する。 

 

パソコン全体投影 １時間につき２，０００

円。１時間を超えるとき

は、１時間ごとに２，０

００円とする。 

・準備及び片付けに、６０

分を加算する。 

・入力用ＰＣ持込費用（１

件につき５００円）を加

算する。 

 

オンライン １時間につき２，７００

円。１時間を超えるとき

は、１時間ごとに２，７

００円とする。 

・準備及び片付けに、６０

分を加算する。 

・入力用ＰＣ持込費用（１

件につき５００円）を加

算する。 

 

   備考 

（１）ノートテイクの派遣は、１時間以上２名派遣、４時間以上は３名派遣

を基準とする。 

（２）全体投影の派遣は、４時間まで４名派遣を基準とする。 

（３）広域グループ（他自治体の派遣対象者を含む等、派遣の実施主体が複

数自治体にまたがるグループ）で利用した場合は、別表第２の報酬額に

事務費（１件あたり２，０００円）を加算したうえで、板橋区の派遣対

象者数に按分した金額を支払う。 

 

 

 



   付 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



第１号様式 

板橋区手話通訳者登録申請書 

  年  月  日 

（宛先）板橋区長 

申請者 住所    区     町  丁目 

                        番   号    方   

氏名                          

                  電話  （    ） 

 

 板橋区聴覚障がい者等意思疎通支援事業実施要綱による手話通訳者の登録を、

下記のとおり申請します。 

記 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ  生年 

 

月日 

 

  年   月  日 

 

性 

 

別 

男 

・ 

女 

氏 名  

住 所  電

話 

 

勤

務

先 

名 称  電 

 

話 

 

所在地  

 

活

動

可

能

な

日

時 

 

 

 

 

 

 

（記入例） （１）平日 午前１０：００～午後４：００ 

      （２）第１．第３日曜日正午～午後６：００ 

      （３）月・水・金の午前中 

 

備

考 

手話通訳の経歴及び手話技術の取得状況等を記入して下さい。 

 

 

 



第２号様式

登録年月日 手話通訳者名 性　別 生年月日 住　　　　　所 電        話 活動可能時間

男・女       （　　　）

男・女       （　　　）

男・女       （　　　）

男・女       （　　　）

男・女       （　　　）

男・女       （　　　）

男・女       （　　　）

男・女       （　　　）

男・女       （　　　）

男・女       （　　　）

男・女       （　　　）

男・女       （　　　）

男・女       （　　　）

男・女       （　　　）

男・女       （　　　）

男・女       （　　　）

男・女       （　　　）

男・女       （　　　）

板橋区手話通訳者登録台帳



第３号様式 

 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 

 

 

板橋区手話通訳者登録証 

登録証第  号 

 

氏   名   

 

上記の者は、当区の手話通訳者であることを 

証明する。 

 

年  月  日 

             東京都板橋区長   

 

 

写 真 

（2×3cm） 

 

注   意 

 

１．手話通訳者は、その活動に当たっては本証を所持し、関係人の請求が 

あったときは、本証を呈示しなければならない。 

２．本証は、他人に貸与又は譲渡してはならない。 

３．本証を紛失したとき及び記載内容に変更があったときは、直ちに発行 

者に届け出なければならない。 

４．手話通訳者の資格を失ったときは、すみやかに本証を発行者に返還しな 

ければならない。 

５．本証の有効期間は、発行の日から    年  月  日までとする。 

 

板橋区板橋二丁目 66番 1号 

板橋区福祉部障がいサービス課 電話 03（3579）2362 



第４号様式 

板橋区手話通訳者登録変更届 

  年  月  日 

（宛先）板橋区長 

申請者 住所    区     町  丁目 

                        番   号    方             

氏名                          

                  電話  （    ） 

 

 板橋区聴覚障がい者等意思疎通支援事業実施要綱による手話通訳者の登録変

更を、下記のとおり申請します。 

記 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ  生年 

 

月日 

 

  年   月  日 

 

性 

 

別 

男 

・ 

女 
氏 名 

 

住 所 
 電

話 

 

             

 

変

更

内

容 

変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

 

□氏名 

 

□住所 

 

□その他 

 

   

※ 

備

考 

 

 



 

第５号様式 

手話通訳者登録取消通知書 

 

 年  月  日 

           様 

板橋区長 

  

 

 板橋区聴覚障がい者等意思疎通支援事業実施要綱第５条に基づき、下記のと

おり手話通訳者の登録を取り消したので通知します。 

 

記 

 

 

登録番号 

 

 

 

 

取消年月日 

 

 

年  月  日 

 

取消理由 

 

 

 

 

 

 

 なお、板橋区手話通訳者登録証を速やかに返還してください。 
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